
そ
の
他
の

情
報

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

児
童
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

児
童
手
当
と
特
例
給
付
の
2
月

期
支
払
分（
10
月
分
〜
1
月
分
）

を
2
月
10
日
㈫
以
降
に
受
給
者
指

定
の
金
融
機
関
に
振
り
込
み
ま

す
。
確
認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の
11

月
〜
1
月
分
を
2
月
10
日
㈫
以
降

に
、
受
給
者
指
定
の
金
融
機
関
に

振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し
て
お
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

都
市
計
画
関
係
図
書
の
縦
覧

宝
飯
都
市
計
画
民
成
工
業
用
地

地
区
計
画
の
決
定
を
告
示
し
ま
し

た
。
都
市
計
画
課（
市
役
所
新
館

3
階
）で
関
係
図
書
の
縦
覧
が
で

き
ま
す
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

出
産
育
児
一
時
金
支
給
額

が
改
正
さ
れ
ま
し
た

蒲
郡
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
が
出
産
さ
れ
た
と
き
は
、
出
産

さ
れ
た
方
の
世
帯
の
世
帯
主
に
出

産
育
児
一
時
金
を
支
給
し
て
い
ま

す
。
こ
の
支
給
額
が
1
月
1
日
の

出
産
か
ら
左
記
の
と
お
り
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

☆
出
産
育
児
一
時
金
支
給
額

変
更
前

・
35
万
円（
平
成
20
年
12
月
31
日

ま
で
の
出
産
）

　
　
　
　

←

変
更
後

・
38
万
円（
1
月
1
日
か
ら
の
出

産
）

申　
請　
出
生
届
提
出
時
に
、
出

　

産
育
児
一
時
金
支
給
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

申
請
者　
世
帯
主（
資
格
証
明
書

が
交
付
さ
れ
て
い
る
者
を
除

く
）

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

後
期
高
齢
者（
長
寿
）
医
療
保
険

料
の
口
座
振
替
払
い
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

原
則
、
年
金
か
ら
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
申
し
出
に
よ
り
、

4
月
か
ら
だ
れ
で
も「
口
座
振
替
」

の
選
択
が
で
き
る
よ
う
に
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
後
の
納
付
方
法
を
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
で
は
な
く
、
口
座
振

替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
次
の

手
順
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

手
続
き
方
法

①
金
融
機
関
で
口
座
振
替
依
頼
書

（
金
融
機
関
の
窓
口
に
あ
り
ま

す
）
を
提
出
す
る
。
銀
行
印
と

預
金
通
帳
が
必
要
で
す
。

②
市
役
所
保
険
年
金
課
の
窓
口
で

「
口
座
振
替
選
択
」を
届
け
る
。

そ
の
際
、
認
め
印
と
①
の「
口

座
振
替
依
頼
書
申
込
者
控
」が

必
要
で
す
。

た
だ
し
、
す
で
に
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
に
つ
い
て
、
①
の

口
座
振
替
の
依
頼
を
さ
れ
て
い

る
方
は
、
②
の
手
続
き
の
み
必

要
で
す
。

詳
し
く
は
、
保
険
年
金
課
福
祉

医
療
担
当（
☎
66
◆

１
１
０
２
）

ま
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

定額給付金に関するお知らせ
現在、国において審議・準備されている定額給付金。国は、この定額給付金が施行された場合の
基準日を、平成21年2月1日と決定しました。まだ、実施されるかどうかは決まっていませんが、
実施された場合に備え、次のことにご注意ください。

住民登録を正しく行ってください
・住民登録が正しく行われていないと、各
種給付や行政サービスを受けることがで
きませんのでご注意ください。

・引っ越しなどにより、住所を移した方は、
異動した日から14日以内に届出を行って
ください。

・現住所で住民登録をしていない方や住民
登録が抹消されたままの方は、正しい住
民登録を行ってください。

詳しくは、市民課（☎66◆1109）へ。

定額給付金の給付をよそおった
詐欺にご注意ください

・市や総務省などが、定額給付金の給付のた
めに、手数料などの振り込みをお願いする
ことは絶対にありません。
・現時点で、市や総務省などが市民の皆さん
の世帯構成や銀行口座の番号などの個人
情報を照会することは、絶対にありません。

定額給付金の給付などをかたった不審
な電話があった場合には、蒲郡警察署（☎
68◆0110）へご連絡ください。

行政課 ☎66◆1155

2009.2

22
2009.2

23
広報●がまごおり蒲郡市のホームページアドレス　http://www.city.gamagori.aichi.jp/ Eメールアドレス　info@city.gamagori.lg.jp


